
福祉医療制度についてのお知らせ
　６月末は福祉（高齢期移行・乳幼児等（こども）・重度障害者・
母子家庭等・高齢重度障害者）医療費受給者証の更新時期です。

●更新にあたり、次の①、②に当てはまる人は、それぞれ必要な
提出書類があります。
①本人・保護者等の扶養義務者が、平成30年１月１日以降に他
市町から転入した人または稲美町外にいる人

　⇒平成30年度の市町村民税の所得課税証明書
（※児童手当などで既に提出している人は不要です）

②母子家庭等の人
　⇒母子家庭等医療費助成制度現況届（５月下旬に該当者へ郵送

します。毎年１回「母子家庭等医療費助成制度現況届」の提出
が必要です）
※提出がない場合は、母子家庭等医療費助成制度の資格がな
いものとして次年更新の所得判定は行いません。

●新しい医療費受給証（７月以降有効の医療費受給者証）は、６月
下旬ごろに送付します。

問合先　高齢期移行・重度障害者・高齢重度障害者医療に関すること
　　　　　地域福祉課　地域福祉係　☎492-9136
　　　　乳幼児等（こども）・母子家庭等医療に関すること
　　　　　こども課　児童福祉係　☎492-9155

　児童手当を受給している人は、児童手

当現況届の提出が必要です。

　届出が必要な人には、５月末に現況届

の用紙をお送りしています。この現況届

は、受給者及び配偶者の所得の状況と、

６月１日現在の児童の養育状況を確認す

るために必要です。

　もし届出がなければ、６月分以降の児

童手当を受給できなくなりますので、ご

注意ください。

問合先　こども課　児童福祉係　

　　　　☎492-9155

児童手当現況届の提出は
６月20日までに

児童手当現況届の提出は
６月20日までに

子育て支援センターからのお知らせ

●１歳遊びの会
　遊びを主にした1歳児の会です。他の親子とゆ
っくり関わりながら手作り楽器で遊ぶ体験をし
てみませんか？事前に申込みが必要です。
【と　　き】　７月12日(木)10：00～11：30
【と こ ろ】　いきがい創造センター
　　　　　　子育てルーム
【内　　容】　手作り楽器で遊ぼう
【対　　象】　１歳児とその保護者
【定　　員】　15組
【申　　込】　６月14日（木）8：30～
　　　　　　（定員になり次第締切ります）

●子育てひろばフェスティバル
“まちの子育てひろば”やボランティアグルー
プによる、楽しい遊びの場を設けます。申し込
みはいりません。
【と　　き】　６月27日(水)10：00～11：30
【と こ ろ】　加古福祉会館　
【対　　象】　未就園児とその保護者
【持 ち 物】　上履きと下履きを入れる袋

●子育て悩み相談
　日頃の育児や人間関係で少し疲れを感じる
時、誰かに話をすることで気持ちが軽くなる事
があります。相談内容については、秘密厳守し
ますので気軽にご相談ください。事前に申し込
みが必要です。
【と　　き】　７月９日（月）10：00～15：00
【と こ ろ】　いきがい創造センター　相談室
【相 談 員】　枝川　京子先生（臨床心理士）
【募集人数】　４人（相談時間は１人１時間、希望

により託児可）

●ヨチヨチの会
　歯科衛生士による、親子で楽しく学べる「歯
のお話」があります。また、保健師、栄養士、
子育て支援員による子育て相談も行います。申
し込みはいりません。
【と　　き】　６月14日（木）10：00～11：30
【と こ ろ】　いきがい創造センター
　　　　　　多目的ホール
【対　　象】　１歳児とその保護者

えだがわ きょうこ

申込・問合先　こども課　育児支援係（子育て支援センター）　☎492-9090
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情報公開・個人情報保護制度の運用状況をお知らせします
　行政の透明性を高め、開かれた町政をさらに推進していくため、住民の皆さんとのよりいっそうの情報
共有を目指して、情報公開条例に基づき公文書の公開を行っています。
　また、個人情報保護条例では、個人情報の適正な取扱いと町が保有する個人情報の開示請求等の権利な
どを定めています。

●平成29年度中の公文書開示請求は4件、個人情報開示請求は2件でした。

●公文書開示請求に対する処理状況（平成27年度～29年度）

（注）平成28年度の公文書開示請求に対する処理状況ついては、１件の請求の中に複数の文書の開示を求
めるものがあり、文書の種類等により処理決定内容が２種類以上に分かれているため、請求件数と
処理状況の内訳の合計数が異なります。

●個人情報開示請求に対する処理状況（平成27年度～29年度）

●平成29年度審査請求の状況
　　開示請求に対する決定について、審査請求はありませんでした。

年度　　　 
平成27年度
平成28年度
平成29年度

請求件数

4
5
4

開示
2
4
2

部分開示
2
1
1

処理状況
不開示

0
1
1

取り下げ
0
0
0

却下
0
0
０

年度　　　 
平成27年度
平成28年度
平成29年度

請求件数

5
4
2

開示
0
0
０

部分開示
5
3
2

処理状況
不開示

0
1
0

取り下げ
0
0
０

却下
0
0
０

問合先　企画課　情報係
　　　　☎492-9130
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